
- 1 - 

広島高速道路公社競争入札等執行委員会設置要領 

 

（平成２０年２月１２日） 

〔沿革〕平成２３年３月２８日改正 

     平成２８年８月２５日改正 

平成２９年３月２９日改正 

平成３１年３月２７日改正 

令和 ２年７月 ６日改正 

令和 ３年４月 １日改正 

令和 ４年４月 １日改正 

令和５年 ３月２９日  総務部長通達第３０号改正 

令和６年 ７月 ６日 総務部長通達第 ４号改正 

令和７年１１月２７日 総務部長通達第 １号改正 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、広島高速道路公社における競争入札及び随意契約を適正に執行するた

め、広島高速道路公社競争入札等執行委員会（以下「委員会」という。）の所掌事務その

他必要な事項について定めるものとする。 

（所掌事務等） 

第２条 委員会の所掌事務は、別表のとおりとする。なお、理事長が特に必要と認めたもの

を審議する場合には、その都度決定する。 

２ 委員会に委員長を置き、第一委員会においては理事長を、第二委員会においては理事を

もって充てる。 

３ 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、第一委員会においては副理事長が、第二委員会においては

総務部長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところ

による。 

４ 委員会の会議は、公開しないものとし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならな 

（出席の特例） 

第４条 委員長は、委員（委員長を含む。）の出席が困難であると認めるときは、映像と音

声の送受信により相手の状態を交互に認識しながら通話をすることができる方法（以下

「オンライン」という。）による参加を許可することができる。この場合において、委員

長は、委員の本人確認や自由な意思表明の確保等を適切に行わなければならない。 

２ 前項の場合において、オンラインにより参加する委員は、現に会議室にいる状態と同様

の環境をできる限り確保することに努め、議事の機密保持や情報セキュリティ対策につい

て適切な措置を講じなければならない。 

３ オンラインにより参加する委員は、委員会に出席したものとみなして、この要領の規定

を適用する。 
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（緊急時等の議事の特例） 

第５条 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができないときは、

持回りの方法により各委員の表決を求めることができる。 

２ 前項の場合において、第３条の規定の適用については、表決に参加した者を出席したも

のとみなす。 

３ 委員長は、災害応急復旧を行う場合その他緊急を要する場合で、持ち回り審議が困難であり、か

つ、緊急に議事を決することが必要と認めるときには、第３条の規定にかかわらず、自らの意見をも

って、議事を決することができる。 

４  委員長は、次に開かれる委員会において、前項の規定により決定された事項について、報

告するものとする。 

（関係職員の出席） 

第６条 委員長は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求める

ことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

２ 総務部総務課は、必要があるときは、庶務に関する報告を行うことができる。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に当たり必要となる事項については、

委員長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 広島高速道路公社競争入札参加資格審査委員会設置要領（平成１０年６月８日）及び

広島高速道路公社競争入札参加者等選定委員会設置要領（平成９年９月１日）は、廃止す

る。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年８月２５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年７月６日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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附 則 

この通達は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この通達は、令和６年７月６日から施行する。 

附 則 

この通達は、令和７年１２月１日から施行する。 
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別 表 

区分 委 員 所 掌 事 務 

第 

一 

委 

員 

会 

理事長 

副理事長 

理事 

総務部長 

保全管理部長 

企画調査部長 

建設部長 

委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務（以下「建設工事

等」という。）に係る競争参加資格者名簿の審査のための参加資格

の設定に関すること。 

（２）建設工事等に係る競争参加資格者の名簿の認定及び発注標準の設

定に関すること。 

（３）発注方法の選定に関すること。 

（４）次の区分による一般競争入札に係る競争参加条件の設定内容に関

すること及び指名競争入札に係る競争参加者の選定に関すること。 

１件当たりの設計金額が5,000万円以上の建設工事 

１件当たりの設計金額が1,000万円以上の業務 

１件当たりの設計金額が700万円以上の物品等 

設計金額にかかわらず総合評価落札方式によるもの 

（５）上記（４）に係る競争参加資格を有しないことを確認する理由に

関すること。 

（６）１件当たりの設計金額が200万円超の建設工事・業務・物品等

で、特命随意契約で執行する場合の契約の相手方及び契約の相手方

を１者とする理由に関すること。 

ただし、契約の相手方等と締結した他の契約、協定、覚書その他

の文書において、合理的な理由により、あらかじめ契約の相手方が

決定しているものを除く。 

（７）指名停止措置等の要否及び期間の検討に関すること。 

第 

二 

委 

員 

会 

理事 

総務部長 

保全管理部長 

企画調査部長 

建設部長 

委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）次の区分による一般競争入札に係る競争参加条件の設定内容に関

すること若しくは随意契約及び指名競争入札に係る競争参加者の選

定に関すること。ただし、総合評価落札方式によるものを除く。 

１件当たりの設計金額が50万円超5,000万円未満の建設工事 

１件当たりの設計金額が50万円超1,000万円未満の業務 

１件当たりの設計金額が50万円超700万円未満の物品等 

（２）上記（１）に係る競争参加資格を有しないことを確認する理由に

関すること。 

（３）１件当たりの設計金額が50万円超200万円以下の建設工事・業

務・物品等で、特命随意契約で執行する場合の契約の相手方及び契

約の相手方を１者とする理由に関すること。 

ただし、契約の相手方等と締結した他の契約、協定、覚書その他

の文書において、合理的な理由により、あらかじめ契約の相手方が

決定しているものを除く。 

 


